１、はじめに（随時、演説の途中に入れ込む）
  市民のみなさん  私たちは、裁判所で働いている職員の労働組合、全司法です。只今、街頭におきまして、裁判を市民にとって身近で利用しやすいものとするための、お訴えをさせていただいています。
  私たちは、裁判所の予算を大幅に増やすための、国会請願署名行動にとりくんでいます。ぜひ市民のみなさんのご理解とご協力を、切に訴えるものです。
  ぜひ、ビラを受け取ってお読み下さい。署名にご協力いただいた方には、風船をさしあげております。ぜひご協力下さい。（この部分は配布する場合のみ発言）
２、裁判所ではどんなことをやっているか
  さて、みなさん、裁判所には毎日数多くの事件が持ち込まれています。
  お金の貸し借りや、ものの売買、借家の明け渡し、損害賠償などのトラブルを解決する民事訴訟、ローンが返せなくなった方の家や建物を売って、借金などの返済に充てる強制執行の事件、倒産した会社や借金が返せなくなった方の破産手続き、泥棒や、暴力、交通違反などの犯罪を犯した人に刑罰を与える刑事事件、離婚や遺産の分割など、家庭や親戚の間のトラブルを解決する調停や審判事件、など、世の中の争いごとを最終的に解決するのが、裁判所の仕事です。
３、事件はますます増加
  現在、裁判所に持ち込まれる犯罪やもめ事の処理は、年々大幅に増えています。
  オウム事件や、薬害エイズ訴訟、ピストルを使った殺人事件、覚醒剤の密売など、内容も重大で複雑な事件が増加しています。
　中でも、現在のデフレ不況のもとで、サラ金地獄に陥る人が激増し、裁判や自己破産も激増しています。破産事件は、１０年前の１０倍になっています。
４、裁判所予算の実態
  このように、裁判所が果たす役割と、裁判所に対する市民のみなさんの期待が高まっていますが、今の裁判所は、残念ながら、その役割を十分には果たせていません。
  裁判には時間がかかる、お金がかかる、手続きが難しい、言い分を良く聞いてくれない、など、マスコミや市民のみなさんから厳しいご批判をいただいています。
  その原因はどこにあるのか。これは、裁判所の予算が少なく、人も物も決定的に足りないことが最大の原因です。
  今年の裁判所の予算は、年間３１７８億円、国の予算のわずか０．３％台にしか過ぎません。
  ４０年前は０．９％でしたが、年々下がり続け、今や０．３台％と半分以下です。片や事件数は６倍です。
　３１７８億円という裁判所の予算は、あの国民の反対を押し切って住専処理に使われた予算、６８５０億円の半分以下です。
  東京都の警察予算の半分以下であり、自衛隊の予算の１６分の１です。
５、裁判官の実態
  この情けなく少ない予算のため、裁判官をはじめ、書記官などの職員が決定的に不足しています。
  ぜひ市民のみなさんの基本的人権や権利を守るためにはたらく、裁判所職員の大幅増員を求める署名にご協力下さい。
  裁判官の数は、全国で３０９４人です。ドイツは、人口が８０００万人ですが、裁判官の数は２万０８７８人、片や日本は、１億２０００万人の人口がありながら、裁判官の数はたったの約３０００人なのです。人口１０万人当たりの裁判官の数は、ドイツが２５人、日本はたったの１．７人です。
  この諸外国と比べても、決定的に少ない裁判官で、１年間に出される約５００万件の裁判を処理しています。
　裁判を片づけても片づけても新しい裁判がおこされ、裁判官は、常時２００件から２５０件の事件を抱えています。一件の事件につき、月に１回裁判を開くのがやっとという状態です。
　しかも、１人の裁判官が１日に行う民事裁判の数は、３０件から４０件というすさましい状況で、一件にかける時間は５分から１０分で、続きはまた１ヶ月後ということになります。
  このように日本の裁判官は忙しすぎて、青息吐息の毎日です。深夜までの残業は当たり前、夜中の２時、３時までかかって判決を書き、土曜・日曜も裁判所に出てきて仕事、ある裁判官は、「せめて月に１回日曜日に休めるようにしてほしい」と、最高裁判所に上申書を送った裁判官がいました。まさしく、「現代裁判官残酷物語」であります。
  このような超多忙な中で、体の不調を訴える裁判官や職員が続出しています。
  今、裁判官や書記官などの裁判所職員を増やすことは、緊急の課題です。ぜひ裁判官を増やすための署名にご協力下さい。
  昨年は、８万人もの署名が集まり、国会で全会一致で採択されました。しかし、予算はたったの７億円しか増えませんでした。今年は去年の倍の２０万人分の署名を集めようとはりきっています。ぜひご協力下さい。
６、物的実態
  裁判所では、施設なども不足しています。
  予算がなくて、古くて狭い庁舎の建て替えがなかなかできない、法廷や調停をする部屋が足りない、裁判に来られた方の待合い室もなく、暖房もない廊下でお待ちいただく、最近になってようやくトイレが男女別になった、エレベーターがなく、車椅子の方を５人がかりで３階に運んだ、など、利用者のみなさんに多大なご迷惑をおかけしています。
７、結び
  このように、裁判所は、予算が少なすぎて、裁判官や職員と施設などが、決定的に不足しています。
  ぜひ、人手不足の裁判所の実態をご理解いただき、予算を増やして、早くて、きちんとした裁判ができるようにするため、署名行動にご協力下さい。
  裁判所を、市民のみなさんの期待に応えられるようにするため、勇気を奮って街頭に出てお訴えさせていただきました。
全司法大運動　街頭演説例　その２
ご通行中の市民のみなさん。
私たちは、裁判所で働く職員で組織している、全司法労働組合です。本日は、みなさんが、裁判所をもっと利用しやすいものとするために、裁判所の人的・物的な充実を求める、街頭署名行動を行っています。ぜひとも、ビラをお読みいただき、署名にご協力をお願いします。
ご通行中の市民のみなさん。
長引く不況や、規制緩和が広がる中で、裁判所に持ち込まれる、法的な紛争が増加し、その内容も、ますます複雑なものとなっています。こうした紛争が、公正で迅速に解決されるよう、裁判所に寄せられる期待も、大きくなっています。私たち職員も、こうした期待に応えようと努めていますが、裁判所の現状は、それに十分に応えられるものとは、なっていません。私たちは、その大きな原因の１つが、国家予算全体の、０．４％にも満たないという、極めて限られた、裁判所の予算にあると考えています。こうした現状を改善するために、裁判所の人的・物的な充実を求める、私たちの署名に、ご協力をお願いします。
ご通行中の市民のみなさん。
裁判の現状に対しては、「時間や費用がかかり過ぎる」「手続きが分かりにくい」「自分の言い分を、十分に聞いてもらえない」などの、様々な不満が寄せられています。こうした背景には、裁判官や裁判所職員の人員が、大幅に不足している実態があります。裁判官も１人で、２００件を越えるような未済事件を抱え、十分に言い分も聞けず、裁判の期日も、先になってしまうというのが実情です。裁判官や、裁判所職員の大幅な増員がなければ、国民の期待に十分に応えられるような裁判所の実現は、極めて困難と言わざるをえません。利用しやすく、十分な司法サービスの提供ができる裁判所の実現をめざす、私たちの署名に、ご協力ください。
ご通行中の市民のみなさん。
国民の権利意識が高まり、一方では規制の緩和や、様々な経済活動が広がる中で、国民が、法的なトラブルに巻き込まれる危険性も、かつてなく高まっています。交通事故や、犯罪も後を断ちません。善良な市民が、いつ被害者にされるか、分からない現実があります。このような社会の中で、裁判所が、最後の権利の守り手として、十分な役割を果たしていくことが、求められています。国民の、裁判を受ける権利が保障され、正当な権利が、公正・迅速に実現されるためにも、司法を、より大きなものとしていく必要があります。多くのみなさんの、署名へのご協力を、心からお願いいたします。
ご通行中の市民のみなさん。
政府の司法制度改革審議会は、一昨年６月に、裁判官を大幅に増員することや、重大な刑事裁判について、国民が裁判官とともに、裁判に参加することなどを内容とする、最終意見書を提出しました。私たちは、国民が利用しやすく、信頼できる裁判所としていくために、必要な改革は、進めていくべきものと考えています。同時に、その受け皿となる、裁判所の人的・物的な充実がなければ、制度の改革がされても、その実効性は、十分に確保されません。私たちは、利用者である国民の立場に立った、公正で、民主的な司法制度改革を、求めています。その実現のためにも、裁判所の人的・物的な充実を求める署名に、ご協力をお願いします。
ご通行中の市民のみなさん。
いま、政府のもとに、司法制度改革推進本部が設置され、２１世紀の司法や裁判所を、どうしていくのかの検討が、進められています。私たちは、その基本に、憲法が保障する、国民の人権を擁護する立場を、正しく位置づけていくことが、重要だと考えています。国民の立場に立った司法制度改革を実現し、同時に、その受け皿となる、裁判所の人的・物的な充実が実現する時に、初めて、司法が、より身近な、国民から信頼されるものとなります。私たちは、そのために、多くの市民のみなさんと、力を合わせていきたいと思っています。国民により身近な、利用しやすい裁判所をめざす、私たちの運動にご理解をいただき、署名へのご協力をお願いします。
